
令和 4 年 8 月 10 日             龍野納税だより            第 128 号 (１) 
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お知らせ 

★インボイス制度説明会開催 

 インボイス制度説明会が 9 月 16 日、10 月

19 日に龍野税務署で開催されます。 
 なお、説明会に参加するためには事前申し込

みが必要です。詳しくは龍野税務署まで。 

★改正法人税法等説明会開催 

 改正法人税法等説明会が 10 月 13 日 13：30

から赤とんぼ文化ホール中ホールにて開催さ

れます。また、同日にインボイス制度説明会も

合わせて開催されます。 

 なお、新型コロナウイルス感染症等の状況に

より、中止・変更となる場合がありますので、

龍野納税協会ホームページをご覧ください。 

「ふるさとのうた」春夏秋冬表紙より 

宍粟市一宮町で育った前田美智代さ

んが、子供の頃庭に咲いていた小さな

花々を眺めるのが好きでよく描いてお

られたとのことです。そんな前田さん

が日本語と英語の絵本を出版され、そ

の表紙になっているのがこの絵です。

どこか懐かしい日本の原風景です。 

写真提供 

一般財団法人 遊月菴ハウスミュージアム 



(２) 第 128 号            龍野納税だより            令和 4 年 8 月 10 日 

正しい申告と納税は市民社会のルールです 

                          龍野税務署長   高 田 哲 好 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎龍野税務署（令和 4 年 7 月 10 日付） 

 

職 名 
新 任 者 転 出 者 

氏 名 旧 任 氏 名 新 任 

署  長 高田 哲好 
東京国税局調査第三部 
統括官 

岡田 浩士 
大阪国税局 

国税訟務官室主任訟務官 

総務課長 稲田  尚 大阪国税局 
課税第一部資産課税課主査 中森 英介 

大阪国税局納税者支援調整
官（下京署派遣） 

個人課税第一部門 
統括官 

上野 英俊 
大阪国税局 
調査第一部情報技術専門官 藪  和宏 尼崎税務署 

個人課税第一部門統括官 

個人課税第二部門 
統括官 

飯田 昌巳 須磨税務署 
個人課税第三部門統括官 中村 宏章 兵庫税務署 

個人課税第二部門統括官 

法人課税第一部門 
統括官 

村上  剛 
大阪国税局 
調査第一部国際税務専門官 

岡田  淳 
大阪国税局調査第二部 
統括官付総括主査 

法人課税第二部門 
統括官 

田中今日子 芦屋税務署法人課税 
第一部門連絡調整官 舟橋 光広 尼崎税務署 

法人課税第二部門統括官 

暑さ厳しい時節となりましたが、龍野納税貯蓄組合連合会及び公益社団法人
龍野納税協会の会員の皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお喜
び申し上げます。 
また、皆様方には、平素から税務行政に対する深いご理解と多大なるご協力

を賜り、厚くお礼申し上げます。 
この度、龍野税務署長を拝命いたしました高田でございます。 
地域の皆様方のご支援、ご協力をいただきながら、信頼される税務行政の遂

行に向けて、全力を尽くし職務に取り組む所存でございますので、ご指導、ご
鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

先般からの新型コロナウイルス感染症拡大により、皆様方と十分な連携・協調策に取り組むことがで
きなかったところ、ワクチン接種の浸透や飲食店の時短営業の撤廃など明るい兆しも見られます。近頃
は再び感染者数も増加しているところですが、このような状況であっても、これまで築き上げてきた関
係が後退することのないよう、実施可能な連携・協調策から鋭意取り組んでまいります。 
現在、税務署におきましては、令和５年10月からの適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度

の導入に先立ち、その基本的な仕組みについて解説する説明会を事前予約制にて開催しております。 
また、インターネットを利用して全国どこからでも誰でも参加が可能なオンライン説明会も開催して

おりますので、併せてご利用ください。 
そのほか、納税者サービスの更なる充実を図るため、引き続き、国税電子申告・納税システム（e-Tax）

などのＩＣＴを活用した利便性の高い申告・納付手段の充実に取り組んでまいります。 
特に、e-Tax利用推進の一環として、令和４年１月から、スマートフォンを利用した申告に関し、スマ

ートフォンのカメラで源泉徴収票を読み取ることで、源泉徴収票に記載されている金額等を確定申告書
等作成コーナーへ自動反映させることが可能となっていましたが、令和５年１月から青色申告決算書・
収支内訳書がスマホで作成可能となるなど、更なる利便性向上に資する施策に取り組んでおります。 
しかしながら、各種施策の効率的かつ効果的な執行は、我々税務署だけで成し遂げることはできませ

ん。龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会の役員及び会員の皆様のご協力があって
こそ、成し遂げることができるものと考えております。幸い、龍野納税貯蓄組合連合会及び公益社団法
人龍野納税協会におかれましては、幅広い事業活動を通じて、正しい税知識の普及と納税道義の高揚な
どに多大な貢献を頂いており、私ども税務行政に携わる者といたしましては、誠に心強く、その活動に
深く敬意を表する次第であります。 
どうか、今後とも、税務行政の良き理解者として、納税環境の整備、青色申告、振替納税、e-Taxの更

なる普及拡大、マイナンバー制度の定着など、地域に密着した事業活動を推進され、円滑な税務行政の
執行に一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 
最後になりましたが、龍野納税貯蓄組合連合会及び公益社団法人龍野納税協会のますますのご発展

と、会員の皆様方のご事業のますますのご繁栄とご健勝を祈念いたしまして、着任のあいさつとさせて
いただきます。 



令和 4年 8月 10日            龍野納税だより            第 128号 (３) 

正 し い 申 告  す っ き り 納 税 

 

                    西播磨県民局龍野県税事務所長   川 越 健 生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◎西播磨県民局 龍野県税事務所（令和 4年 4月 1日付） 

職 名 
新 任 者 転 出 者 

氏 名 旧 任 氏 名 新 任 

所  長 川越 健生 神戸県税事務所副所長 前田 和哉 姫路県税事務所所長 

副所長兼調整課
長・納税相談室長 

小坂 由実 
神戸県税事務所 
所長補佐兼管理課長 高見 周子 

加古川県税事務所 
副所長兼調整課長 

収税課長 中川 育大 
加東県税事務所 
収税管理課長 

笹山 竜二 
姫路県税事務所 
所長補佐兼調整課長 

 

 

着任のご挨拶 

 盛夏の候、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会 

の皆様方におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、県行政、とりわけ税務行政の推進に深いご理解とご協力を賜 

っておりますことを心より厚くお礼申し上げます。 

 私は、本年４月の人事異動によりまして、西播磨県民局龍野県税事務 

所に着任いたしました川越でございます。 

 龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会の皆様方のご協力をいただきながら職責

を果たして参りたいと考えておりますので、これまでと変わらぬご指導、ご支援を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 さて、兵庫県では本年３月に、「ひょうごビジョン２０５０」を策定いたしました。 

 ２０５０年頃までに「誰もが希望を持って生きられる 一人ひとりの可能性が広がる『躍動する兵

庫』」の実現を進めてまいります。 

  また、西播磨県民局におきましても、新たに策定された「西播磨地域ビジョン２０５０」に継承さ

れた、「光と水と緑でつなぐ 元気西播磨」の基本理念のもと、「元気な西播磨」「つながる地域のきず

な西播磨」「自立の西播磨」「安全安心の西播磨」の４つの将来像の実現に向け、豊かな地域資源を活

かした個性あふれる事業を展開してまいります。 

 これらの施策を進めるためには、自主財源である県税収入の確保が最重要課題であることを常に心

にとめるとともに、県民の皆様に信頼される税務行政を目指して、職員一同、職務に邁進する所存で

ございますので、皆様方の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 むすびに、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会の益々のご発展と会員の皆様

方のご健勝と事業のご繁栄を心よりお祈り申し上げまして、着任のご挨拶とさせていただきます。 



(４) 第 128号            龍野納税だより            令和 4年 8月 10日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4年 8月 10日            龍野納税だより            第 128号 (５) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(６) 第 128号            龍野納税だより            令和 4年 8月 10日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的には、次ページをご覧ください 



令和 4年 8月 10日            龍野納税だより            第 128号 (７) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(８) 第 128 号            龍野納税だより            令和 4 年 8 月 10 日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 詳しくは次ページをご覧ください！！▶▶▶ 



令和 4年 8月 10日            龍野納税だより            第 128号 (９) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(10) 第 128号            龍野納税だより            令和 4年 8月 10日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4年 8月 10日            龍野納税だより            第 128号 (11) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除

の方式としてインボイス制度が開始されます。

適格請求書（インボイス）を発行できるのは、「適

格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求

書発行事業者」になるためには、登録申請書を提

出し、登録を受ける必要があります。 



(12) 第 128号            龍野納税だより            令和 4年 8月 10日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4年 8月 10日            龍野納税だより            第 128号 (13) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(14) 第 128号            龍野納税だより            令和 4年 8月 10日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4年 8月 10日            龍野納税だより            第 128号 (15) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(次ページ参照) 



(16) 第 128号            龍野納税だより            令和 4年 8月 10日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 令和４年度収支予算書  

自 令和４年 4 月 1 日 
至 令和５年 3 月 31 日 

              単位 千円 

収 入 の 部 支 出 の 部 

補助金収入 
雑収入 
前期繰越金 

623 
1 

476 

事業費 
経常費 
負担金 
予備費 

429 
39 
91 

541 

合  計 1,100 合  計 1,100 

 

 令和３年度正味財産増減計算書  
   令和３年 4 月 1 日～令和４年 3 月 31 日 
               単位 千円 

科目 当年度 前年度 

経常収益 
経常費用 
当期経常増減額 

税引前正味財産増減額 

法人税住民税 

一般正味財産増減額 

一般正味財産期首残高 

一般正味財産期末残高 

正味財産期末残高 

18,069 
17,322 

747 
747 

22 
725 

44,827 
45,552 
45,552 

18,702 
16,434 

2,268 
2,268 

27 
2,241 

42,586 
44,827 
44,827 

 

 

令和 4 年 8 月 10 日            龍野納税だより            第 128 号 (17) 

青 色 申 告 で 節 税 と 事 業 

 公益社団法人龍野納税協会  定時社員総会開催 

公益社団法人龍野納税協会の令和４年度定時社員総会が去る5月
27 日志んぐ荘会議室において開催されました。
 令和３年度事業報告及び決算についての審議が行われ、原案どお
り承認可決されました。 
 なお、その後令和４年度事業計画及び収支予算について報告され
ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 龍野納税貯蓄組合連合会 定例総会開催 
 
 龍野納税貯蓄組合連合会の令和４年度定例総会は、新型コロナウイルス感染症対策のため書面審議により
開催されました。 
 令和３年度事業報告及び収支決算、令和４年度事業計画(案）及び収支予算(案）についての審議が行われ、
原案どおり承認可決されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 令和４年度 収支予算書  

   令和４年 4 月 1 日～令和５年 3 月 31 日 
               単位 千円 

科目 当年度 前年度 

経常収益 
経常費用 
当期経常増減額 

税引前正味財産増減額 

法人税住民税 

一般正味財産増減額 

一般正味財産期首残高 

一般正味財産期末残高 

正味財産期末残高 

18,796 
17,286 

1,510 
1,510 

22 
1,488 

－ 
－ 
－ 

18,977 
18,876 

101 
101 

26 
75 
－ 
－ 
－ 

 

 

 令和３年度収支決算書  

    自 令和３年 4 月 1 日 
    至 令和４年 3 月 31 日 
              単位 千円 

収 入 の 部 支 出 の 部 

補助金収入 
雑収入 
前期繰越金 

621 
－ 

293 

事業費 
経常費 
負担金 
次期繰越金 

333 
24 
81 

476 

合  計 914 合  計 914 

 

姫路支社 ※今後の対応は担当の 
募集代理店が行います。 



(18) 第 128号            龍野納税だより            令和 4年 8月 10日 

県 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和４年度の納期限は次のとおりとなっています。 

第 1 期分 8 月 31 日(水)・第 2 期分 11 月 30 日(水) 
     納付書は、第 1期分と第 2期分をまとめて 8月に送付しています。 
    お間違いのないようにご注意願います。 

 



令和 4年 8月 10日            龍野納税だより            第 128号 (19) 

県 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ただし、この免税措置（免税軽油）の取扱いは、令和６年（２０２４年）３月３１日までです。 

 ・青少年の健全育成、障害者の社会参加や高齢者の健康増進などの観点から、幅広く非課税措置が講じ
られています。 

    ①１８歳未満又は７０歳以上の人 
    ②障害者 
    ③国体の競技に参加する選手がその競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合 
    ④学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等 
    ⑤国際的な大会の競技に参加する選手がその競技又はその公式練習としてゴルフを 
    行う場合 

 



(20) 第 128 号            龍野納税だより            令和 4 年 8 月 10 日 

明 る い 社 会 に い き る 税 

 

 税務関係図書  会員様は一割引きです！ 

  ただし、この税金百科は、会員様は特別価格にて 

  発売中です！ 

 ◎新･くらしの税金百科 2022▶2023 

  身近な税情報をマンガと図解で見やすくわかりやすく解説した、 

 みんなの税金入門書。 

   好評発売中！  会員特価  1,540 円(税込) 

           定  価  1,980 円(税込) 
 

 ◎クマオーの基礎からわかる消費税 

         インボイス制度完全対応版 

  2023 年 10 月導入のインボイス制度を基礎から“完全”理解！ 

 軽減税率、インボイス制度導入で、ますます難解になる消費税。 

 基礎から実務のポイントまで、図解や設例を多く用いてわかりや 

 すく解説。 

       (税込定価)：2,420 円 

 

納税協会からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計王 21 

定価   44,000 円 

会員特価 30,800 円 

会員外  33,000 円 

みんなの青色申告 21 

定価     10,780 円 

会員特価  7,590 円 

会員外   8,250 円 

給料王 21 

定価   44,000円 

会員特価 30,800円 

会員外  33,000 円 

価格は消費税込みです 

 納税協会では、税

に関する次のような

商品をお取扱いして

おります。ソフトに

は、納税協会会員様

専用サポートなど

色々な特典をご用意

しております。お気

軽にお越しください｡ 

配信のお申込みは、

龍野納税協会ＨＰの

「最新情報」からも

できます。 

ぜひ、ご登録してい

たただき、税や経営

に役立つ情報収集に

お役立てください！ 
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ク リ ー ン な 納 税 で 明 る い 街 づ く り を 

 
 
 
 

 

 

 

 納税協会ホームページは、お役に立つ情報満載です！    

 

                             龍野納税協会 

自主点検シートとは・・・・企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることだけ

でなく、内部統制や経理能力の水準を向上させることも重要な要素です。企業自らが自主点検す

ることを通じ、これらの水準が向上すれば適正な申告が図られ、結果として税務調査などで指摘

を受ける事項の減少等にもつながりますので、皆様の企業がより成長するための一助にしていた

だければ幸いです。 

会員様限定 

会員検索サービス及び 

会員専用サポート 

サービスのお申込みは

こちらから 

「自主点検シート」は 

こちらから 

エクセル版搭載！ 

ＮＫレター・ 

納税月報は、 

こちらから 



(22) 第128号            龍野納税だより            令和4年8月10日 

確 か な 納 税 は 明 る い 未 来 の 架 け 橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 青年部会活動報告 
 
 ★青年部会総会開催 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★講演会開催 

 〇 開催日   令和 4 年 5 月 19 日(木) 

 〇 会 場    志んぐ荘 ３階 会議室 

 〇 講 師    大同生命保険（株）姫路支社  

             第二営業課長 柴田隆佑 氏 

 〇 テーマ    「データから読み解く 健康経営の重要性」 

 〇 参加者数(人社)   14 

★総会開催 

〇 開催日   令和 4 年 5 月 19 日(木) 

〇 会 場    志んぐ荘 ３階 会議室 

〇 対象者    青年部会会員 

〇 参加者数(人社)   19 
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深 め よ う 税 の 知 識 と 関 心 を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆租税教室開催 

 令和４年５月１３日・２５日、６月３日・６日に青年部
会長の土井和行氏(土井板金工業)が、たつの市立小宅・誉
田・龍野・神岡･御津小学校の第６学年を対象に租税教室を
実施しました。 
 土井さんは、例年積極的に租税教室講師をしていただい
ております。 
次世代を担う子供達に税金の大切さを肌で感じる授業をし
ていただいております。 
ありがとうございます。 
 今後ともよろしくお願い致します。 

★青年部会会員勧誘のお願い！ 
 

 青年部部会長の土井です。 

青年部会員の勧誘につきまして、皆様へのご助力のお願いです。 

私は、15 年ほど前から青年部会員として市民祭りのお手伝いや 

小学校対象の租税教室の講師などと活動させていただいています。 

今年度は、小宅小学校、誉田小学校、龍野小学校、神岡小学校、 

御津小学校にて講師をさせていただきました。 

 実はその青年部の部会員が減少の一途を歩み現在 18 名ですが、第二次ベビーブームまっただ中

である昭和 48 年生まれである私が後 2 年後に青年部卒業となる 50 歳となり青年部を抜ける時点

で、部会員が 8 名、更に 1 年後に２名が抜けて６名しか残らないという危機に直面しています。 

 昨年の私の部会長就任時の会報ででもお願いのコメントを掲載させていただきましたが、皆様の

ご助力をお願いします。 

 私も青年部会員の勧誘を頑張っていますが、個人事業の世間の狭さがネックとなり、4～5 人の勧

誘が限界でした。 

 先日の青年部の定例会で「私達が抜けたあと、我が子や血縁者などを青年部にいれよう」と話題

になりましたが、残念ながら「一緒に仕事をしたい」と言ってくれる私の息子もまだ中学一年生、

納税協会青年部に入るまではまだ年数があります。そして他の青年部会員も同じような環境です。 

 そこで、会員の皆様の社員様や、特にご子息や血縁者の方で会社の未来を引っ張って行こう！と

熱意のある方に、ぜひ青年部に入っていただき、納税協会青年部ならではの租税教室講師などの社

会貢献を含む活動に参加していただきたいのです。 

 青年部の活性化は、納税協会全体の活性化にもつながると信じています。 

皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 



(24) 第 128 号            龍野納税だより            令和 4 年 8 月 10 日 

一人一人の納税が明るい社会をつくります 

 

 中学生の「税についての作文」募集        詳しくは国税庁ＨＰ参照 

〇応募資格 中学生 

〇用  紙 原稿用紙(400 字詰め)3 枚･1,200 字以内（題名を含む） 

〇提 出 先 あなたの中学校を通じて、龍野納税貯蓄組合連合会へ提出してください。 

〇締 切 日 龍野納税貯蓄組合連合会へお問い合わせください。（℡0791-62-1700） 

〇発  表 令和４年 11 月上旬、学校を通じ入選者に通知いたします。 

      入選作品については、機関紙等に学校名・氏名・学年を掲載し紹介します。 
 

小学生の「税に関する書道・ポスター」募集 

〇応募資格 小学生 

〇用 紙 【書  道】 半紙(白色縦 32.4 ㎝・横 23.3 ㎝) 

     【ポスター】 画用紙(白色縦 39.2 ㎝・横 54.2 ㎝四つ切) 

〇提出先 あなたの小学校を通じて、租税教育推進連絡協議会（事務局は龍野税務署内） 

    へ提出してください。 

〇締切日 租税教育推進連絡協議会(龍野税務署総務課 ℡0791-62-0281)へお問い合わせく 

    ださい。 

〇発 表 令和４年 11 月頃の予定 

     入選作品については、機関紙等に学校名・氏名・学年を掲載し紹介します。 

 

 


